
中央闘争委員長となって，ただちに第 2 次中央闘争委員会を準

備することになっている。

中央闘争委員会は大会または中央委員会の決議を執行し，委

員長が組合員に指令することにな っ ている。

中央闘争委員会は企画 ・ 交渉 ・ 統制・ 立伝 ・ 渉外 ・ 総務 ・ 補

給の 7 部をおいて，闘争態勢を投えたときまたは凶争中の業務

を分担しているー」国鉄の労働五I!動。(荒井義雄)

こ くどけいかくこうぎょう 国土計画興業 (鋼索鉄道)

1 事業者の概要

名称 国土計画興業株式会社，本社東京都渋谷区箱、図，資

本金 1 ，249 万円 ， おもな事業

不動産の売n，観光事業，土

木建築工事部負および地方鉄

道業(鋼索)。

社}革大正 9 ・ 3 箱根土地株

式会社を創立， 昭和 19 ・ 2 国土

計図興業株式会社と社名を変

更して現在に至る。

H百平1126 ・ 7 ・ 3 1 湯の花沢，駒

ガ岳山頂(神奈川県箱根町)J日1

0.56 km の鋼索鉄道敷設免許

企廟.. 島

4 

を受けた未成総で， illlJ力は電気， 軌聞は1.067m である。(志村

幹雄)

こく ぶせん 国分線 鹿児島県姶良郡国分間Iから大隅半烏の鹿

屋市に至る国鉄自動車路線であって，所管する自動車営業所は

鹿児島市柳川J (鹿児島)に，同支所は鹿児島県姶良郡国分町(国

分)にある。

l 区間 ・ キロ程および沿革

国分本線隼人 ・ 国分 ・ 古江

古江 ・ 鹿屋

国分 ・ 小村校iÎÎJ

国分 ・ 割:回

国分 ・ 日当山1'.&泉

御事11悶 ・ 萩ノ元

浜之市総 隼人 ・浜之市 ・ !欽根問I

百引総牛根 ・ 百引

桜島総桜島口 ・ 袴l際

2 営業範閤

旅客 ・ 手小荷物および貨物

の取扱。ただし古江 ・ 隠匿f!{j

は貨物のみを取扱う。

3 使命

隼人 ・ 古江間鉄道敷設法予

定線に該当し， 鉄道の先行路

線であり ， また培養路線であ

る。

57km I1tl10 ・ 10 ・ 4 開業

11 I1tl 29 ・ 5 ・ 27

3 IItl32 ・ 6 ・ 20

6 Iltl30 ・ 6 ・ 1

4 I1H32 ・ 6 ・ 20

8 I1H30 ・ 10 ・ 20

7 H百 11 ・ 12 ・ 1 5

18 IIH27 ・ 11 ・ 1 8

15 日目 19 ・ 12 ・ 1 2

4 特長 国分線綴島

日並線隼人駅から国分を経て大隅半島を海岸にそって南下し，

国鉄古江総と古江駅，鹿屋駅で述絡し，大隅半島の幹線動脈を

形づくり ， 当地方の産業の発展，資源の 1)日発に号寄与するところ

は突に大きい。

桜島線は， 鹿児島市と大隅半島とを航路を介して結ぶ最短路

線でその交通最もきわめて多く，東洋のナポリと称される秀麗

な桜島の英姿と ， 南国特有の海岸美に恵まれ，その上世界にも

まれな浴浩道路の沿線美と相まって観光客が最近とイに多く，

これら旅客の利便を図って，鹿児島の対岸袴腰から観光定期パ

スを毎日遂行して

いる。

所要時聞は，鹿

児島市 ・ 袴緩聞の

連絡船の1時間を合

わせて 2 時間半あ

まりである。なお

周遊割引の指定地

に指定され， 旅客

運賃の 1 割引の取

扱をしている。

(松沢信之)
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naux 国の所有する鉄道。国の所有する鉄道はその多くが国

がその経営に当るいわゆる固有国営鉄道である。イギリス ・ ド

イツ ・ スイス ・ イタリア ・ 日本等の主裂な鉄道はいずれも国有

国営鉄道で為る。フ ラ ンスの主要な鉄道も国営鉄道であるが，

その一部はなお民有の形となっている。鉄道を国が所有 し経営

する理由はおよそつき.のようなものである。その 1 は経済発展

の後進国が， 急速に圏内経済の発展をはかるために， 鉄道の??及

を民間事業のみにまかせず園の資本を投下して1I及を促進する

場合であり，その 2 は鉄道網がある程度営及した場合に鉄道の

経営を一元化してその統一的輸送信霊能を強化せんとする場合で

ある。わが国の国有鉄道は 1907 年(明治 40 )までは前者の理由

によるものであり，それ以後の固有統ーは後者の理由によるも

のである。さらに第 l 次世界大戦以後に行われた鉄道の国有化

については別の理由がある。それは自動車が発展して鉄道の分

野を奪ったために， 鉄道の財務状態が恕化してきたので，鉄道

を統ーして無用の重複を避けその経営をより能率的ならしめよ

うと するのが国有化の恕由となっている。 1936 年のフランス鉄

道の国営化， 1947 年のイギ リス鉄道の国有化は主としてその政

由にもとづくものである。ー」鉄道政策。 (工勝利馬)

こくゅうてつどう うんちんほう 国有鉄道運賃法 国鉄の

運賃料金を定めた法律。鉄道運送の対価である運賃は，国民の

利害にきわめて重大な影響をおよぼすから， 鉄道巡氏の設定変

更には，ある程度国家の規制jが行われることを常としている。

現在国鉄の運賃料金の設定ならびに変更は， 固有鉄道運賃法

(以下本法という)をもって行われているが迎賃料金を法律をも

って定めていることは世界にその例を見ない制度である。

本法は昭和 23 ・ 7 ・ 7 法律第 112 号として公布されたが，この jl~J

定は新怒法の制定に伴なって生れた財政法第 3 条の規定に根原

を有するものである。財政法の制定によってその第 3 条の規定

に該当する国の事業の価絡 ・ 料金はすべて法律にもとづくかま

たは国会の議決にもとづく ことを必要とすることになったが，

その施行をめぐって物価政策との関連において問題が生じ，全

面的無条件に財政法を実施することができなく なった。そして

当時の多くの国の事業の料金または価絡の中 ① 製造煙車の

価格 ② 郵便， 電信，電話，郵便貯金，郵便為替および郵便




